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  志摩市健康福祉部介護・総合相談支援課 

タ イ ト ル 

コロナ禍でもつながりを絶やさない！ 

地域介護予防活動支援事業補助金 

概 要 

 地域介護予防活動支援事業補助金とは 

 

 新型コロナウイルスの影響により、休止していた地域の「通いの場」の再

開や、新規立ち上げに伴い、感染予防対策、および新しい生活様式に基づい

た「通いの場」の実現に必要な経費（上限5万円）を支援し、コロナ禍にお

ける高齢者の心身の衰え（フレイル）を改善します。 

 

■対象 

次のいずれにも該当する市民による自主活動グループ 

・志摩市内において高齢者の「通いの場」を運営している 

・定期的に開催している（毎月1階程度開催等） 

・参加者を限定せず、希望があれば誰でも受け入れている 

 

 

マスクや消毒液、非接触型体温計などの感染症防止に資する衛生用品購入

費はもちろんのこと、密を避けるための広い会場の賃借料や感染症予防の研

修費用にも活用できます。 

また、例えば大きな声を出さずに体操を指導・実施するための体操DVDや

再生機器の購入費用や拡声器の購入など新しい生活様式に基づいた通いの場

の実現に必要な経費にもご活用していただけます。 

工夫をして、対策を講じながら「通いの場」でのつながりを切らずに、こ

のコロナ禍を乗り越えましょう！  

申 請 期 間 令和2年4月1日～令和3年2月26日までの経費が対象 

開 催 場 所 志摩市役所  

参 考 Ｈ Ｐ  https://bit.ly/32Ooxzu 

お問合せ先 

志摩市健康福祉部介護・総合相談支援課  担当 喜田 珠美 

TEL 0599-44-0284  FAX 0599-44-5260 

e-mail kaigosogo@city.shima.lg.jp 
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